
静岡労働局 雇用環境・均等室

育児・介護休業法の改正について

～共働き・共育ての推進等～



１．改正の背景

２．育児・介護休業法の改正の概要

３．改正の内容

４. 「子ども・子育て支援法 等の 一部 を改 正す る法 律」 の概 要

（出生後休業支援給付 及び 育児 時短 就業 給付 につ いて）

５．関連資料及びアンケートへのご協力
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１．改正の背景
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• 日本の人口は、今後減少していくが、特に15～64歳人口の減少ペースが顕著（▲60万人、▲１%/年）。

• 15～64歳人口の大幅な減少は、経済活動における供給(生産＝働き手)と需要(消費＝モノ・サービスの買い手)
のギャップを招き、個々の企業にとっても人手不足など既に大きな課題となっている。

我が国は今後本格的な人口減少社会に突入！
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2023年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）人口（万人）

15～64歳割合（右軸）

15～64歳人口

14歳以下人口

65歳以上人口

2020年
59.5%

2020年総人口
12,615万人

2040年総人口
11,284万人

3,928万人

6,213万人

1,142万人

2070年総人口
8,700万人

3,367万人

4,535万人

797万人

3,603万人

7,509万人

1,503万人

（年）

2070年
52.1%

2040年
55.1%

（出典）2020年までの人口は総務省「国勢調査」、合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）

（％）



• 約７割の女性が第１子出産後も就業継続している。雇用形態別にみると、正規職員は育児休業による継続就業
が進んでいる。パート・派遣は低水準にあるものの、近年上昇傾向にある。
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政府目標： 第１子出産前後の女性の継続就業率 ７０％（令和７年）政府目標： 第１子出産前後の女性の継続就業率 ７０％（令和７年）

第１子出生年別にみた、第１子出産前後の妻の就業変化

（※）【 】内は出産前有職者を100として、出産後の継続就業者の割合を算出

（注１）就業変化は、妻の妊娠判明時と子ども１歳時の従業上の地位の変化をみたもの。
（注２）上記グラフは、対象期間（例：2010～2014）中に出産した女性の就業変化を表している。
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＜正規職員＞
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【出典】国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査（夫婦調査）」（2021年）

（％）

（％）

第１子出産前後の妻の継続就業率・育児休業利用状況

出産退職
23.6％

【30.5％】(※)

出産後
継続就業率
53.8％

【69.5％】(※)

出産前有職
77.4％

【100％】
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女性の年齢階級別就業形態

（資料出所）総務省「労働力調査」（令和５年）より、厚生労働省雇用環境・均等局作成
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正規の職員・従業員 パート・アルバイト 労働者派遣事業所の派遣社員
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自営業主(内職者を含む） 家族従業者

正規の職員・従業員

パート・アルバイト

労働者派遣事業所の派遣職員

家族従業者
自営業主（内職者を含む）

役員

その他

契約社員
・嘱託

女性の役員を除く雇用者
２,７０９万人

うち正規の職員・従業員
１,２６８万人（４６.８％）

うち非正規の職員・従業員
１,４４１万人（５３.２％）

女性の年齢階級別就業率（雇用形態別）

・年齢階級別に女性の就業形態をみると、「正規の職員・従業員」は25～29歳がピークとなっている。

・年齢別の就業率は、35～39歳を底に再び上昇していくが、若い年代（25～34歳）と比べて非正規雇用割

合が上昇する傾向がある。



・女性の年齢階級別労働力率は、令和５年ではカーブが浅くなり、台形に近づいている。女性の年齢階級別
正規雇用比率は令和５年では子育て世代である30代以降に低下し、「Ｌ字」カーブを描いているが、平成
15年と比較すると上昇している。

女性の年齢階級別就業率と年齢階級別正規雇用比率（平成15年と令和５年の比較）
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15～19歳20～24歳25～29歳30～34歳35～39歳40～44歳45～49歳50～54歳55～59歳60～64歳65歳以上

令和５年 正規雇用比率（女性）

平成15年 正規雇用比率（女性）

平成15年 就業率（女性）

令和５年 就業率（女性）

（資料出所）総務省「労働力調査」（平成15年、令和５年）
「正規雇用比率（女性）」は厚生労働省雇用環境・均等局作成

両立・均等政策に関する法律の制定及び改正の主な状況

平成15年：次世代育成支援対策推進法成立

→ 行動計画の策定・届出義務創設等

平成16年：育児・介護休業法改正

→ 子の看護休暇制度の義務化等

平成18年：男女雇用機会均等法改正

→ 間接差別の禁止、セクハラ防止措置義務の創設等

平成20年：次世代育成支援対策推進法改正

→ 行動計画の策定義務対象の拡大等

平成21年：育児・介護休業法改正

→ ３歳未満の子を養育する労働者について短時間勤務

制度の単独措置義務化等

平成26年：次世代育成支援対策推進法改正

→ 法律の期限延長、プラチナくるみん認定創設等

平成27年：女性活躍推進法成立

→ 行動計画の策定・届出義務創設等

平成28年：育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法改

正

→ 介護休業・介護休暇取得の柔軟化、マタハラ・パタ

ハラ防止措置義務の創設等

令和元年：女性活躍推進法、労推法等改正

→ 行動計画策定義務対象の拡大、パワハラ防止措置義

務の創設等

令和３年：育児・介護休業法改正

令和６年：育児・介護休業法、次世代法改正



出産・育児を理由に離職した女性のニーズ ～女性離職経験者が仕事を辞めた理由～

• 「出産・育児のため」に離職した女性は、１年間（2021年10月～2022年10月）で14万人強。
• 離職前に正社員だった女性が、妊娠判明当時の仕事を辞めた理由は、「仕事を続けたかったが､仕事と育児の両立が難しかったため」

（38.1％）が最も高く、詳細な理由を見ると、
・正社員の女性は「勤務先に短時勤務制度や残業を免除する制度などの両立できる働き方の制度が整備されていなかった」（30.6％）が最も高く、
・正社員以外の女性は「勤務先に産前・産後休暇や育児休業の制度が整備されていなかった」（41.3％）が最も高い。

末子の妊娠判明当時の仕事を辞めた理由

（出典） 日本能率協会総合研究所「仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業」（労働者調査）（令和４年度厚生労働省委託事業）
※小学校４年生未満の子の育児を行い、約10年以内に妊娠・出産・育児のために離職した経験のある者（調査時点の有職無職は問わない。 ）を対象としたアンケート調査
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家事・育児に専念するため

仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立
が難しかったため

妊娠・出産前と比べて、仕事の内容や
責任等について、やりがいを感じられなく

なった（なりそうだった）ため

妊娠・出産に伴う体調の問題があったため

その他

契約が終了する見込みだったため

妊娠・出産や育児を機に不利益な取り扱い
（解雇、減給、降格、不利益な配置転換、

契約を更新しないなど）を受けたため

妊娠・出産をしたら辞めるつもりだったため

特にない

（複数回答）

勤務先に産前・産後休業や育児休業の
制度が整備されていなかった

その他

子どもの病気等で度々休まざるを得なかった

配偶者・パートナー等家族の協力が得られ
なかった（得られそうになかった）、配偶

者・パートナーが辞めることを希望した

保育所などの保育サービスが受けられ
そうもなかった（受けられなかった）

自分の気力・体力がもたなそうだった
（もたなかった）

夕方から夜間（18～21時）までの
時間帯に勤務時間があった

（交代制・シフト制などによるものも含む）

勤務先に育児との両立を
支援する雰囲気がなかった

制度は整備されていたが、勤務先で短時間勤務制度や
残業を免除する制度などの両立できる働き方の制度を

利用できそうになかった（利用できなかった）

制度は整備されていたが、産前・産後
休業や育児休業を取れそうもなかった

（取れなかった）

勤務先に短時間勤務制度や残業を免除
する制度などの両立できる働き方の制

度が整備されていなかった

（複数回答）

詳細理由

（％）

勤務先や転勤の問題で
仕事を続けるのが難しかった

正社員以外の女性

正社員の女性
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通時的にみた、希望する両立の在り方（女性・正社員）

通時的にみた、希望する両立の在り方（男性・正社員）

【出典】(株)日本能率協会
総合研究所「仕事と育児
の両立等に関する実態
把握のための調査研究
事業」（労働者調査）
（令和４年度厚生労働
省委託事業）

• 女性・正社員については、子が生まれてまもなくは休業、１歳以降は短時間勤務を希望する割合が高いものの、
３歳以降は、残業をしない働き方や、柔軟な働き方（出社・退社時間やシフトの調整、テレワーク）を希望す
る割合が高くなっていく。

• 男性・正社員についても、残業をしない働き方や柔軟な働き方を希望する割合が子がどの年齢でも約４～５割
と高い。

（％）

（％）約４～５割

※小学校４年生未満の
子の育児を行いながら
就労し、約10年以内
に妊娠・出産・育児の
ために離職した経験の
ない労働者を対象とし
たアンケート調査

34.7％

41.2％

49.5％

53.0％

フルタイムで働き、できるだけ残業をしないようにする

フルタイムで働き、テレワークをする

残業をしながらフルタイムで働く

労働時間の短い雇用形態に変更してパートタイム等で働く

その他

フルタイムで働き、出社・退社時間やシフトの調整を行う（フレックスタイム制度を含む）

育児のための短時間勤務制度を利用して働く

長期の休業を取得する

仕事を辞めて育児に専念する

わからない

希望する仕事と育児の両立の在り方
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5:19

6:01 6:00
6:32

平成18年 平成23年 平成28年 令和３年
夫 妻

【出典】総務省「社会生活基本調査」
※１ 夫婦と子どもの世帯。
※２ 「家事関連時間」とは、「家事」、「介護・看護」、「育児」、

「買い物」の合計時間。
※３ （妻の家事関連時間）÷（夫の家事関連時間）により算定。

（時間：分）

６:00

2:00

1:00

0

５:00

3:00

４:00

６歳未満の子がいる世帯（※１）で、共働きかつ夫も妻も
雇用されている場合の家事関連時間（※２）（週全体平均・1日当たり）

妻／夫（※３）

（右目盛り）

5.2倍
4.8倍

4.3倍

3.4倍

６倍

２倍

１倍

0

５倍

３倍

４倍

0:15 0:17 0:22
0:350:31

0:43 0:46
1:04

平成18年 平成23年 平成28年 令和３年

家事 育児

2:44 2:52
2:38 2:32

2:00

2:32
2:44

3:27

平成18年 平成23年 平成28年 令和３年

（時間：分）

（時間：分）

うち、妻の家事と育児の時間

うち、夫の家事と育児の時間

• ６歳未満の子がいる世帯で、夫も妻も雇用されている場合の１日当たりの家事関連時間を比較すると、令和３
年において妻は６時間32分であるのに対して、夫は１時間57分であり、3.4倍の差がある。

家事関連時間の推移
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【出典】厚生労働省「第11回21世紀成年者縦断調査（平成24年成年者）」
（調査年月：2022年11月）より作成

注：
1)集計対象は、①または②に該当し、かつ③に該当する同居夫婦である。ただし、妻の「出生前データ」が

得られていない夫婦は除く。
①第１回調査から第11回調査まで双方が回答した夫婦
②第１回調査時に独身で第10回調査までの間に結婚し、結婚後第11回調査まで回答した夫婦
③出生前調査時に子ども１人以上ありの夫婦

2)家事・育児時間は、「出生あり」は出生前調査時の、「出生なし」は第10回調査時の状況である。
3)10年間で２人以上出生ありの場合は、末子について計上している。
4)「総数」には、家事・育児時間不詳を含む。

【出典】厚生労働省「第11回21世紀成年者縦断調査（平成24年成年者）」
（調査年月：2022年11月）より作成

注：
1)集計対象は、①または②に該当し、かつ③に該当する同居夫婦である。

①第１回から第11回まで双方が回答した夫婦
②第１回に独身で第10回までの間に結婚し、結婚後第11回まで回答した夫婦
③妻が出産前に仕事ありで、かつ、第１回「女性票」の対象者で、この10年間

に子どもが生まれた夫婦
2)10年間で２人以上出生ありの場合は、末子について計上している。
3)「総数」には、家事・育児時間不詳を含む。

88.7%

90.3%

84.5%

78.0%

40.0%

86.2%

11.3%

9.7%

15.5%

22.0%

60.0%

13.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6時間以上

4時間以上
6時間未満

2時間以上
4時間未満

2時間未満

家事・育児
時間なし

総数

出生あり 出生なし

78.8%

75.5%

68.3%

47.1%

70.8%

8.2%

7.2%

13.1%

20.6%

11.2%

11.8%

15.4%

17.9%

32.3%

16.7%

1.2%

1.9%

0.7%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4時間以上

2時間以上
4時間未満

2時間未満

家事・育児
時間なし

総数

同一就業継続 転職 離職 不詳

• 夫の家事･育児時間が長いほど、妻の継続就業割合が高く、また第２子以降の出生割合も高い傾向にある。

夫の平日の家事・育児時間別にみた
妻の出産前後の継続就業割合

夫の休日の家事・育児時間別にみた
第２子以降の出生割合

女性の継続就業・出産と男性の家事・育児時間の関係
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• 育児休業取得率は、女性は８割台で推移している一方、男性は上昇傾向にあるものの女性に比べ低い水準（令和５年度：30.1％）。

• 育児休業の取得期間は、女性は９割以上が６か月以上である一方、男性は徐々に取得期間が延びているものの、約４割が２週間未満であり、
依然として女性に比べて短期間の取得が多い。

育児休業取得率の状況（％）

49.1
56.4

64.0
70.6

72.3

89.7
90.6

85.6
83.7

87.8
83.6

83.0
86.6

81.5
81.8

83.2
82.2

83.0
81.6

85.1

80.2

84.1

0

20

40

60

80

100

8 11 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5

0.12
0.42

0.33
0.56 0.51.56

1.23

1.72
1.38

2.63
1.89 2.03 2.3

2.65 3.16
5.14

6.167.48

12.65
13.97

17.13

30.1

0

5

10

15

20

25

30

35

8 11 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5

36月
～

24月
～

18月
～

12月
～

10月
～

８月
～

６月
～

３月
～

１月
～

２週間
～

５日
～

５日
未満

0.62.04.027.631.112.710.27.82.20.60.30.8平成27年度

0.53.34.829.831.310.98.87.02.80.10.30.5平成30年度

0.64.511.134.030.08.76.43.50.80.10.00.5令和３年度

0.63.09.332.730.911.44.64.41.80.60.20.4令和５年度

※育児休業取得期間の調査対象：
各事業所で調査前年度1年間に育児休業を終了し、復職した者

36月
～

24月
～

18月
～

12月
～

10月
～

８月
～

６月
～

３月
～

１月
～

２週間
～

５日
～

５日
未満

--0.02.00.10.70.21.612.18.417.856.9平成27年度

-0.1-1.70.90.40.93.011.99.635.136.3平成30年度

-0.20.00.91.41.11.95.124.513.226.525.0令和３年度

-0.00.21.41.10.82.97.528.020.422.015.7令和５年度

【女性】

【男性】

育児休業取得期間の状況（％）

育児休業の取得率・取得期間の状況

（注） 平成23年度の［ ］内の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。

※育児休業取得率
出産者のうち、調査年の10月1日までに育児休業を開始した者（開始予定の申出をしている者を含む。）の数

調査前年の9月30日までの１年間（＊）の出産者（男性の場合は配偶者が出産した者）の数

【出典】厚生労働省「雇用均等基本調査」

[ ]

[ ]

＝

政府目標
令和７ （2025）年 ：50％
令和12（2030）年 ：85％

0.5％

0.8％

1.1％

0.6％

【女性】

88.2％

89.4％

95.3％

92.5％

74.7％

71.4％

51.5％

37.7％

3.0％

【男性】

4.0％

5.5％

6.4％

（＊）平成22年度以前調査においては、調査前年度の１年間。

20.5％

21.5％

37.7％

48.4％
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育児休業制度を利用しなかった理由

• 「男性・正社員」について、育児休業制度を利用しなかった理由をみると、「収入を減らしたくなかったか
ら」、「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、または会社や上司、職場の育児休業取得への
理解がなかったから」、「自分にしかできない仕事や担当している仕事があったから」が多くなっている。

※就労形態は末子妊娠判明時のもの。
※末子の育児のための休暇・休業制度のうち育児休業において、「利用したことはないが、利用したかった（利用したい）」、「利用したことはなく、利用希望もない」の

いずれかを選択した回答者を集計対象とする。
※複数回答

19.1%

12.8%

34.0%

6.4%

10.6%

12.8%

25.5%

6.4%

2.1%

6.4%

10.6%

4.3%

10.6%

10.6%

21.9%

22.5%

39.9%

5.6%

21.9%

7.0%

22.0%

9.6%

2.1%

6.5%

8.9%

5.9%

2.9%

8.1%

0% 20% 40%

女性・正社員

(n=47)

男性・正社員

(n=626)

【出典】日本能率協会総合研究所「仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業」（労働者調査）（令和４年度厚生労働省委託事業）
※小学校４年生未満の子の育児を行いながら就労し、約10年以内に妊娠・出産・育児のために離職した経験のない労働者を対象としたアンケート調査

会社で育児休業制度が整備されていなかったから

職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、
または会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったから

収入を減らしたくなかったから

休業取得によって、仕事がなくなったり、
契約終了（解雇）の心配があったから

残業が多い等、業務が繁忙であったから

休業から復職する際に、仕事や職場の変化に
対応できないと思ったから

自分にしかできない仕事や担当している仕事があったから

昇給や昇格など、今後のキャリア形成に
悪影響がありそうだと思ったから

配偶者や家族から育児休業の取得に対して
後押しがなかったから、または反対があったから

家族や保育所などの保育サービス等自分以外に育児の担い手がいたから

育児休業を取得しなくても育児参加しやすい
働き方や職場環境だったから

育児休業は男性ではなく女性が取得するものだ
と思っていたから

その他

わからない
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家族の介護・看護を理由とする離職者数の推移
家族の介護・看護を理由とする離職者の年齢構成

【出典】総務省「就業構造基本調査」（平成19年、24年、29年、令和４年）

【出典】総務省「令和４年就業構造基本調査」令和３年10月～令和４年９月の離職者

119.2

81.2 75.1 80.0 

25.6

19.9
24.0

26.2

(144.8)

(101.1) (99.1)
(106.2)

17.7 19.7

24.2 24.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0

20

40

60

80

100

120

140

平成18年10月

～19年９月

平成23年10月

～24年９月

平成28年10月

～29年９月

令和３年10月

～４年９月

女性 男性

男性比率

（千人） （％）

介護離職者の現状

• 家族の介護や看護を理由とする離職者数の推移をみると、離職者数は減少傾向にあるものの、60歳以上の年
齢層での離職者の増加等の影響により、直近の数値は約10万6千人で増加。男性の割合は上昇傾向にあること
が分かる。

• 家族の介護・看護を理由とする離職者は、50歳～64歳で多い。65歳以上も23.2％存在している。

15～
19歳

20～
24歳

25～
29歳

30～
34歳

35～
39歳

40～
44歳

45～
49歳

50～
54歳

55～
59歳

60～
64歳

65～
69歳

70～
74歳

75～
79歳

80～
84歳

85歳
以上

女性 0 500 1600 700 1800 5000 9500 13600 13400 17900 8600 4300 2500 400 100

男性 0 100 900 900 600 1000 1600 2600 5000 4800 4000 1900 2100 700 0

0

5000

10000

15000

20000

25000
（人）

（注）離職者には、前職が雇用者以外の者も含まれる。
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令和４年調査平成29年調査平成24年調査

10.6万人
（令和３年10月

～４年９月）

9.9万人
（平成28年10月

～29年９月）

10.1万人
（平成23年10月

～24年９月）

家族の介護・看護を
理由とする離職者

364.6万人
（令和４年10月）

346.3万人
（平成29年10月）

291.0万人
（平成24年10月）

家族の介護をしなが
ら就業する者

【出典】総務省「就業構造基本調査」 （平成24年、29年、令和４年）

－0.2万人

＋55.3万人

＋0.7万人

＋18.3万人

家族の介護・看護を理由とする離職者数等の推移

（注）離職者には、前職が雇用者以外の者も含まれる。
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介護をしている介護休業等制度利用の有無

制度の利用あり

制度の
利用なし

総数

介護休業等制度の種類

制度の種類

総数
雇用形態 その他

残業
免除

介護
休暇

短時間
勤務

介護
休業

140.624.4144.874.950.7372.32,819.93,219.5雇用者

実
数

91.613.2106.033.133.5234.81,321.91,567.8正規の職員・従業員

39.211.137.037.515.6122.31,276.81,413.8非正規の職員・従業員

4.40.84.52.31.611.687.6100雇用者

割
合

5.80.86.82.12.115.084.3100正規の職員・従業員

2.80.82.62.71.18.790.3100非正規の職員・従業員

【出典】総務省「令和４年就業構造基本調査」

【雇用形態、介護休業制度利用の有無、介護休業等制度の種類別 介護をしている雇用者数及び割合（千人、％）】

※「制度の種類」については複数回答のため、各種類の合計は、「制度の利用あり」の総数と必ずしも一致しない。

• 介護をしている雇用者（322万人）について、介護休業等制度利用の有無、制度の種類別にみると、「介護休
業等制度の利用あり」の者は11.6％で、このうち「介護休業」の利用者は1.6％（５万１千人）、「短時間勤
務」は2.3％（7万5千人）、「介護休暇」は4.5％（14万5千人）などとなっている。

• また、雇用形態別の割合をみると、「介護休業等制度の利用あり」の者は、「正規の職員・従業員」で15.0％
である一方、「非正規の職員・従業員」は8.7％となっている。

介護休業等制度の利用の現状
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Ⅲ－１．「加速化プラン」において実施する具体的な施策

３．共働き・共育ての推進

（１）男性育休の取得促進～「男性育休は当たり前」になる社会へ～

○ 国際的に見ても低水準にある夫の家事・育児関連時間を増やし、共働き・共育てを定着させていくための第一歩が男性育休の取得
促進である。「男性育休は当たり前」になる社会の実現に向けて、官民一体となって取り組む。このため、制度面と給付面の両面か
らの対応を抜本的に強化する。

○ なお、こうした対応を図るに当たっては、各種施策によって、かえって女性側に家事・育児負担が偏ってしまうということのない
ように十分に留意しなければならない。

制度面の対応

○ まず、制度面では、男性の育児休業取得率について、現行の政府目標（2025年までに30％）を大幅に引き上げる。具体的には、
国・地方の公務員（一般職・一般行政部門常勤）について育児休業の内容にも留意しつつ、先行的に目標の前倒しを進め、公務員、
民間の双方について、以下のように男性の育児休業取得率の目標を引き上げる。

（男性の育児休業取得率の目標）
2025年 公務員85％（１週間以上の取得率）、民間50％
2030年 公務員85％（２週間以上の取得率）、民間85％

○ また、2025年３月末で失効する次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）を改正し、その期限を延長した上で、一般
事業主行動計画について、数値目標の設定や、PDCAサイクルの確立を法律上の仕組みとして位置付けるとともに、今後の次世代育
成支援において重要なのは「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」であるという観点を明確化した上で、男性の育児休業取得を
含めた育児参加や育児休業からの円滑な職場復帰支援、育児に必要な時間帯や勤務地への配慮等に関する行動が盛り込まれるよう促
す。あわせて、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護
休業法」という。）における育児休業取得率の開示制度について、常時雇用する労働者数が300人超の事業主に拡充するため、所要
の法案を次期通常国会に提出することとし、これを踏まえて有価証券報告書における開示を進める。

給付面の対応

（略）

○ 男女ともに、職場への気兼ねなく育児休業を取得できるようにするため、現行の育児休業期間中の社会保険料の免除措置及び育児
休業給付の非課税措置に加えて、育児休業を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化する取組を推進する。具体的
には、業務を代替する周囲の社員への応援手当の支給に関する助成の拡充や代替期間の長さに応じた支給額の増額を行う。あわせて、
「くるみん認定」の取得など、各企業の育児休業の取得状況等に応じた加算等による実施インセンティブの強化を図る。

（略）

20 厚生労働省「令和４年度雇用均等基本調査」。

（参考）民間の直近の取得率20：女性80.2％、男性17.13％

「こども未来戦略」（令和５年12月22日閣議決定）（抜粋①）
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（２）育児期を通じた柔軟な働き方の推進 ～利用しやすい柔軟な制度へ～

○ 育児期を通じて多様な働き方を組み合わせることで、男女で育児・家事を分担しつつ、育児期の男女が共に希望に応じてキャリ
ア形成との両立を可能とする仕組みを構築するとともに、好事例の紹介等の取組を進める。

○ こどもが３歳になるまでの場合においては、現行の育児・介護休業法上、短時間勤務を措置することが事業主に義務付けられて
おり、フレックスタイム制を含む出社・退社時刻の調整等が努力義務となっている。これらに加え、新たに子育て期の有効な働き
方の一つとして、テレワークも事業主の努力義務の対象に追加するため、所要の法案を次期通常国会に提出する。

○ また、こどもが３歳以降小学校就学前までの場合においては、育児・介護休業法で、柔軟な働き方を実現するため、①フレック
スタイム制を含む出社・退社時刻の調整、②テレワーク、③短時間勤務制度、④保育施設の設置運営等、⑤休暇から、事業主が職
場の労働者のニーズを把握しつつ複数の制度を選択して措置し、その中から労働者が選択できる制度（「親と子のための選べる働
き方制度（仮称）」）を創設する。さらに、現在はこどもが３歳になるまで請求することができる残業免除（所定外労働の制限）
について、対象となるこどもの年齢を小学校就学前まで引き上げるため、所要の法案を次期通常国会に提出する。

○ さらに、子や家庭の状況（例えば、障害児・医療的ケア児を育てる親やひとり親家庭等）から、両立が困難となる場合もある。
労働者の離職を防ぐ観点から、事業主に対して、妊娠・出産等の申出時や子が３歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関す
る個別の意向を聴取し、その意向に対する自社の状況に応じた配慮を求めることとするため、所要の法案を次期通常国会に提出す
る。

（略）

○ 上記の短時間勤務についても、男性育休促進と同様に、周囲の社員への応援手当支給等の体制整備を行う中小企業に対する助成措
置の大幅な強化と併せて推進する。

○ また、こどもが病気の際などに休みにくい等の問題を踏まえ、病児保育の拡充と併せて、こうした場合に休みやすい環境整備を
行う。具体的には、こどもが就学前の場合に年５日間23取得が認められる「子の看護休暇」について、対象となるこどもの年齢を
小学校３年生修了時まで引き上げるほか、こどもの行事（入園式等）参加や、感染症に伴う学級閉鎖等にも活用できるように休暇
取得事由の範囲を見直すため、所要の法案を次期通常国会に提出するとともに、取得促進に向けた支援を行う。

○ また、仕事と育児の両立に取り組む労働者の心身の健康を守るため、企業における勤務間インターバル制度の導入やストレス
チェック制度の活用など、労働者の健康確保のために事業主の配慮を促す仕組みを導入するとともに、選択的週休３日制度の普及
にも取り組む。

（略）

23 就学前のこどもが２人以上の場合は、年10日間。

「こども未来戦略」（令和５年12月22日閣議決定）（抜粋②）
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１．育児・介護休業法
の改正の概要
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び
次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要（令和６年法律第42号、令和６年５月31日公布）

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の
拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と
介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずる。

令和７年４月１日（ただし、２③は公布日、１①及び⑤は令和７年10月１日）

１．子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】

① ３歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を
講じ（※）、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が２つを選択

② 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は３歳になるまでの子) を養育する労働者に
拡大する。

③ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校３年生（現行は小学校就学前）まで拡大するとと
もに、勤続６月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

④ ３歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置（努力義務）の内容に、テレワークを追加する。
⑤ 妊娠・出産の申出時や子が３歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

２．育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化 【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】

① 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超（現行1,000人超）の事業主に拡大する。
② 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握･数値目標の設定を事業主に義務付ける。
③ 次世代育成支援対策推進法の有効期限（現行は令和７年３月31日まで）を令和17年３月31日まで、10年間延長する。

３．介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】

① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備（労働者への研修等）を事業主に義務付ける。
③ 介護休暇について、勤続６月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置（努力義務）の内容に、テレワークを追加する。 等

施行期日

改正の概要

改正の趣旨

このほか、平成24年の他法の改正に伴い整備する必要があった地方公営企業法第39条第６項について規定の修正等を行う。
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改正内容施行期日

○ 次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長
公布日

（令和６年５月31日）

○ 子の看護休暇の見直し（取得事由、対象となる子の範囲の拡大等）

○ 所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大（３歳になるまでの子→小学校
就学前の子）

○ ３歳になるまでの子を養育する労働者に関するテレワークの努力義務

○ 育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大（常時雇用する労働者数1,000
人超の事業主→300人超の事業主）

○ 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状
況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付け

○ 介護に直面した旨を申し出た労働者に対する両立支援制度等についての個
別の周知・意向確認の義務付け

○ 労働者への介護の両立支援制度等に関する早期の情報提供の義務付け

○ 介護に関する雇用環境整備の義務付け

○ 介護休暇の労使協定の仕組みの見直し

○ 家族を介護する労働者に関するテレワークの努力義務

令和７年４月１日

○ 「柔軟な働き方を実現するための措置」の創設

○ 妊娠・出産の申出時や子が３歳になる前の個別の意向聴取・配慮

令和７年10月1日
（公布の日から起算して１年６月以

内において政令で定める日）

改正法の今後の施行スケジュール

20



２．改正の内容

21

（１）子の年齢に応じた柔軟な働き方を
実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】



（１）① 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

：現行の努力義務：見直し：改正前の権利・措置義務

※始業時刻の変更等：フレックスタイム制、時差出勤、保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

育児休業、又はそれに準ずる措置

出生 １歳 ３歳 就学２歳

育児休業

短時間勤務制度

○1日６時間とする措置。
（※）様々なニーズに対応するため、 1日６時間

を必置とした上で、他の勤務時間も併せて設
定することを促す。（指針）

○労使協定により、短時間勤務が困難な業務に従
事する労働者を適用除外とする場合の代替措置
・育児休業に関する制度に準じる措置
・始業時刻の変更等（※）

所定外労働の制限（残業免除）

時間外労働の制限（残業制限）（24時間/月、150時間/年を超える時間外労働を禁止）、深夜業の制限

柔軟な働き方を実現するための措置

○事業主は、

・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日/月)
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(10日/年)

・短時間勤務制度

の中から２以上の制度を選択して措置する義務。
労働者はその中から１つ選べる。

※テレワーク等と新たな休暇は、原則時間単位で取得可
※措置の際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける
※３歳になるまでの適切な時期に面談等
※心身の健康に配慮(テレワークでの労働時間の適切な把握等)（指針）

所定外労働の制限（残業免除）の延長

子の看護休暇
就学以降に延長

（小学校３年生まで）
取得事由の拡大（感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式及び卒園式を追加）、

「子の看護等休暇」に名称変更、勤続６か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みの廃止

フルタイムでの
柔軟な働き方

育児目的休暇 育児目的休暇

改正の趣旨

子の年齢に応じてフルタイムで残業をしない働き方やフルタイムで柔軟な働き方を希望する割合が高くなっていくこと（女性・正社員）
などから、男女とも希望に応じて仕事・キャリア形成と育児を両立できるようにしていく必要がある。

見直し内容

テレワークを追加

出生時育児休業

（産後パパ育休）

始業時刻の変更等（※）

テレワーク（努力義務）
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23

事業主は、３歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に対して、職場のニーズを把握した
上で、次の中から２つ以上の制度を選択して措置する必要があります。
事業主が措置を選択する際、過半数労働組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

● 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

【選択して講ずるべき措置（両立支援制度等）】
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 新たな休暇の付与(10日/年)
⑤ 短時間勤務制度

フルタイムでの柔軟な働き方

※②テレワーク等と④新たな休暇は、原則時間単位で取得可とする必要があります。

（各選択肢の詳細）
①「始業時刻等の変更」としては、次のいずれかの措置があります。

・フレックスタイムの制度 ・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度（時差出勤の制度）
②テレワーク等の措置は、一日の所定労働時間を変更することなく、月あたり10日以上の日数を利用可能すること

が必要です。
③「保育施設の設置運営等」としては、保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与（ベビーシッターの手

配及び費用負担など）があります。
④新たな休暇の付与は、一日の所定労働時間を変更することなく利用でき、かつ1年の間に10労働日以上の日数に

ついて時間単位での利用を可能とすることが必要です。
⑤短時間勤務制度は、１日の所定労働時間を原則６時間とする措置を含む必要があります。

柔軟な働き方を実現するための措置（その１）

義務

○ 労働者は、事業主が講じた措置の中から１つを選択して利用することができます。

この際、１日の所定労働時間を５時間または７時間とする措置、一週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を
固定する措置、週休３日とする措置等も併せて講ずることが望ましいです。

施行日：令和７年１０月１日

就業規則等
修正！



第〇条（柔軟な働き方を実現するための措置）
１ ３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（対象従業員）は、柔軟な働き方を実現するため

に申し出ることにより、次のいずれか１つの措置を選択して受けることができる。
一 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
二 テレワーク

２ １にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。
３ １の一に定める始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの措置内容及び申出については、次のとおりとする。

一 対象従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の始業及び終業の時刻について、以下のように変更する
ことができる。
・通常勤務＝午前8時30分始業、午後5時30分終業
・時差出勤A＝午前8時始業、午後5時終業
・時差出勤B＝午前9時始業、午後6時終業
・時差出勤C＝午前10時始業、午後7時終業

二 申出をしようとする者は、1回につき1年以内の期間について、制度の適用を開始しようとする日及び終了し
ようとする日並びに時差出勤Aから時差出勤Cのいずれに変更するかを明らかにして、原則として適用開始予定
日の1か月前までに、育児時差出勤申出書により人事担当者に申し出なければならない。

４ １の二に定めるテレワークの措置内容及び申出については、次のとおりとする。
一 対象従業員は、本人の希望により、１月につき10日を限度としてテレワークを行うことができる。
二 テレワークは、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して実施することができるものとする。
三 テレワークの実施場所は、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所（会社の認めた場所に限る。）とする。
四 テレワークを行う者は、原則として勤務予定の２営業日前までに、テレワーク申出書により所属長に申し出な

ければならない。
《法に基づき労使協定の締結により除外可能な者を除外する例》
２ １にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの申出は拒むことができる。
一 日雇従業員
二 労使協定によって除外された次の従業員
（ア）入社１年未満の従業員
（イ）１週間の所定労働日数が２日以下の従業員

● 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置 規定例（「始業時刻等の変更」と「テレワーク等」）

柔軟な働き方を実現するための措置（その１）



25

３歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が３歳になるまでの適切な時期に、
事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として選択した制度（対象措置）に
関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

● 事業主が選択した制度について、労働者に対する
個別の周知・意向確認の措置

労働者の子が３歳の誕生日の１か月前までの１年間
（１歳11か月に達した日の翌々日から２歳11か月に達する日の翌日まで）

周 知 時 期
（ 対 象 労 働 者 ）

① 対象措置の内容（両立支援制度等のうち２つ以上）

② 対象措置の申出先（例：人事部など）

③ 所定外労働（残業免除）・時間外労働・深夜業の制限に関する制度

周 知 事 項

①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか個 別 周 知 ・
意向確認の方法 注：①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。

柔軟な働き方を実現するための措置（その２）
施行日：令和７年１０月１日

留意
「意向確認」の措置とは、事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを行えばよい
ものです。 ※ 面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかの措置を行えばよいことを意味しています。

○ 個別周知と意向確認は、対象措置の申出が円滑に行われるようにすることが目的であり、
取得や利用を控えさせるような形（※）で行ってはいけません。

※  取得の申出をしないように威圧する、申し出た場合に不利益をほのめかす、取得の前例がないことをことさらに強調するなど

望ましい
家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、労働者が選択した制度が適切であるか確認
すること等を目的として、上記の時期以外（育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象制度の利用期間中な
ど）にも定期的に面談を行うことが望ましい。

義務



（１）② 労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮等の新設

個別の意向の聴取の時期

①、②の時期のほか、
・育児休業後に就業を開始する際
・労働者から申出があった際
等に、個別の意向を確認すること
が望ましい（指針）

定期的な面談

・妊娠・出産等の申出時
・「柔軟な働き方を実現するための措置」

に係る面談等
・育児休業からの復職時
・短時間勤務制度や「柔軟な働き方を

実現するための措置」の利用期間中
などの機を捉え、定期的な面談を行う
ことが望ましい（指針）

出生 ３歳 就学労働者からの妊娠・出産等の申出

育児休業制度の個別周知・意向確認

［時期］
本人又は配偶者が妊娠・出産等を申し出たとき

［個別周知と意向確認］
・事業主は、労働者に対して育児休業制度等の周
知と育児休業・産後パパ育休の取得意向を確認す
るために面談等の措置を講じなければならない

「柔軟な働き方を実現するための措置」の
個別周知・意向確認

［時期］
３歳になるまでの適切な時期

（加えて、最初の利用時以降にも定期的な面談等
を実施することが望ましい（指針））

［個別周知と意向確認］
・事業主は、労働者に対して制度等の周知と利用
の意向を確認するために面談等の措置を講じな
ければならない

個別の意向の聴取と配慮

［個別の意向の聴取］
・子や家庭の状況により、両立が困難となる場合

もあるため、労働者の離職を防ぐ観点から、意向
（勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用期間
の希望等）を確認しなければならない

［意向の配慮］
・意向を確認したあとは、自社の状況に応じ、事業

主はその意向に配慮をしなければならない。
  例：配置、業務量の調整、両立支援制度の利用
    期間等の見直し、労働条件の見直しなど

３歳になるまでの適切な時期

個別の意向の聴取と配慮

［個別の意向の聴取］
（同左）

［意向の配慮］
（同左）

① ②

：改正前の措置義務

：改正後
さらに望ましい対応
・子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること
・ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること 等（指針）

労働者の仕事と育児の両立支援のニーズに対応するためには、「柔軟な働き方を実現するための措置」の制度等の周知とその利用の
意向を確認するとともに、子や各家庭の状況に応じた個別の意向に配慮する必要がある。

見直し内容

改正の趣旨

26
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仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務化

事業主は、労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た時や、労働者の子が３歳になるまでの
適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の
意向を個別に聴取し、確認された意向について配慮しなければなりません。

● 妊娠・出産の申出時や子が３歳になる前の個別の意向聴取

①本人又は配偶者が妊娠・出産等の申出をした労働者
②子が３歳の誕生日の１か月前までの１年間（１歳11か月に達した日の
翌々日から２歳11か月に達する日の翌日まで）である労働者

対象労働者
（意向聴取の時期）

① 勤務時間帯（始業及び終業の時刻）

② 勤務地（就業の場所）

③ 両立支援制度等の利用期間

④ その他仕事と育児の両立の支障となる事情の改善に資する就業の条件

聴 取 内 容

①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか意向聴取の方法
注：①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。

意向聴取

留意
意向の聴取は、子の年齢に応じて一律に講じられた措置のみでは、個々の労働者の子や家庭の事
情から仕事と育児の両立が困難になる場合があることから、当該労働者に対して、就業条件に関
する個別の意向を確認するために行うものです。

望ましい
上記のタイミングでの意向の確認のほか、育児休業後の復帰時や労働者から申出があった際等に
も、意向の聴取を行うことが望ましい。

義務

施行日：令和７年１０月１日
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● 聴取した労働者の意向についての配慮

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務化配慮義務

事業主は、意向の聴取をした労働者の就業条件を定めるに当たっては、前ページにより
聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて
配慮しなければなりません。

義務

望ましい

労働者がひとり親家庭の親である場合であって、労働者が希望するときは、
子の看護等休暇等の付与日数に配慮することが望ましい。

労働者の子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合であって、労働者が希望するときは、
短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長することが望ましい。

配慮の内容として、自社の状況に応じた以下のような取組例が考えられます。
【具体的な配慮の例】

・勤務時間帯・勤務地にかかる配置
・業務量の調整
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・労働条件の見直し 等

施行日：令和７年１０月１日
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妊娠・出産等申出時の個別周知・意向確認書記載例

●妊娠・出産等申出時の個別周知・意向確認書記載例
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●妊娠・出産等申出時の個別の意向聴取記載例

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取記載例
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●子が3歳になる前の個別周知・意向確認及び意向聴取記載例

厚生労働省HPより記載例(Word版)をダウンロードできます→
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

子が3歳になる前の個別周知・意向確認及び意向聴取記載例



（１）③ 所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大及びテレワークの努力義務化

改正前後の制度の概要

３歳に満たない子を養育する労働者は、
請求すれば所定外労働の制限（残業免除）
を受けることが可能

改正前

小学校就学前の子を養育する労働者が
請求可能に

令和７年４月１日～

改正後の制度の概要

●３歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、
事業主に努力義務化されます。

２．育児のためのテレワーク導入の努力義務化・短時間勤務の代替措置にテレワークを追加

１．所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大

●短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置に、テレワークが追加されます。

施行日：令和７年４月１日
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必要に応じて
就業規則等修正！

就業規則等
修正！



（１）④ 子の看護休暇の見直し

改正前後の制度の概要

【名称】
●「子の看護休暇」

【対象となる子の範囲】
●小学校就学の始期に達するまで

【取得事由】
●病気・けが
●予防接種・健康診断

【労使協定の締結により除外できる労働者】

(1)引き続き雇用された期間が６か月未満

(2)週の所定労働日数が２日以下

改正前

【名称】
●「子の看護等休暇」

【対象となる子の範囲】
●小学校３年生修了までに延長

【取得事由】（※詳細は省令）

●感染症に伴う学級閉鎖等

●入園(入学)式、卒園式 を追加

【労使協定の締結により除外できる労働者】
●(1) を撤廃し、(2)のみに

（週の所定労働日数が２日以下）

令和７年４月１日～

※ 取得可能日数は、現行日数（１年間に５日、子が２人以上の場合は10日）と変更ありません。

施行日：令和７年４月１日

33

就業規則等
修正！



（１）④ 子の看護休暇の見直し

34

第〇条（子の看護等休暇）
１ 小学校第３学年修了までの子を養育する従業員（日雇従業員を除く）は、次に定める当該子の世話等のために、就

業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間
につき10日を限度として、子の看護等休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、４月１日から翌年３月
31日までの期間とする。
一 負傷し、又は疾病にかかった子の世話
二 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
三 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
四 当該子の入園（入学）式、卒園式への参加

２ 子の看護等休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

《法に基づき労使協定の締結により除外可能な者を除外する例》
１ 小学校第３学年修了までの子を養育する従業員（日雇従業員を除く）は、次に定める当該子の世話等のために、就

業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間
につき10日を限度として、子の看護等休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、４月１日から翌年３月
31日までの期間とする。

一 負傷し、又は疾病にかかった子の世話
二 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
三 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
四 当該子の入園（入学）式、卒園式への参加

ただし、労使協定により除外された、１週間の所定労働日数が２日以下の従業員からの申出は拒むことができる。

● 子の看護等休暇 規定例



２．改正の内容
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（２）育児休業の取得状況の公表義務の拡大



（２）① 育児休業取得状況の公表義務の拡大
改正前後の制度の概要

【対象】
●従業員数1,000人超の事業主

改正前

【対象】
●従業員数300人超の事業主

令和７年４月１日～

・ 従業員数300人超の事業主は、育児休業等の取得の状況を公表しなければなりません。

・ 公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度（公表前事業年度）における次の①または②の
いずれかの割合を指します。

②育児休業等と育児目的休暇の取得割合①育児休業等の取得割合

育児休業等をした男性労働者の数
＋

小学校就学前の子の育児を目的とした
休暇制度を利用した男性労働者の数

―――――――――――――――――――
配偶者が出産した男性労働者の数

育児休業等をした男性労働者の数
―――――――――――――――――

配偶者が出産した男性労働者の数

※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
・育児休業（産後パパ育休を含む）
・法第23条第２項（３歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務）又は第24条第１項（小学校就学前の子を

育てる労働者に関する努力義務）の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業

施行日：令和７年４月１日
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・ 公表はインターネット等、一般の方が閲覧できる方法で行ってください。自社のホームページ等のほか、
厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することもおすすめします。

■両立支援のひろば（厚生労働省運営のウェブサイト）
両立支援に取り組む企業の事例検索や自社の両立支援の取組状況の診断等が行えます。
育児休業取得率の公表も行えます。 https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

(公表前事業年度終了後、
おおむね3か月以内)
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（３）介護離職防止のための仕事と介護の
両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】

２．改正の内容



（３）介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、仕事と介護の両立支援制度の個別周知と意向
確認により効果的な周知が図られるとともに、両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備を行うことが必要である。

見直し内容

常時介護を必要とする状態 介護終了

所定外労働の免除(残業免除)

時間外労働の制限（残業制限）・深夜業の制限

選択的措置義務

介護休業① 介護休業③介護休業②介護休業

選択的
措置義務

所定外労働
の免除

介護休暇

時間外労働・
深夜業の制限

(3時間）(1日） (5時間） (1日） (1日）

ஂ
૧
೬
ၿ

要介護状態にある対象家族について、介護の体制を構築(※)して
働きながら対応できるようにするために一定期間休業するもの。
※介護サービスの手続き等も含まれる
対象家族１人につき、通算93日、３回まで分割可能。

事業主は利用開始から３年以上の期間内で２回以上、短時間勤務・
フレックスタイム・時差出勤・費用助成*のいずれかを利用できる
措置を講ずる義務（*費用助成は１回(一括払い)にすることが可能）。

介護終了まで何回でも請求可能。

要介護状態にある対象家族の介護・世話（※）をするための休暇。
※通院の付き添い、ケアマネジャーとの打ち合わせ等

介護終了まで年間５日（対象家族が２人以上の場合は10日）、
時間単位で取得可能。

時間外労働の制限…１か月24時間、１年150時間を超える時間外
労働を制限する制度

深夜業・・・午後10時～午前5時までの就業
介護終了まで何回でも請求可能。

ஂ
૧
೬
ၿ

ஂ
૧
೬
ၿ

ஂ
૧
೬
ၿ

ஂ
૧
೬
ၿ

■事業主に以下の措置義務。
・介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支援制度等に関する情報の個別周知・意向確認
・介護に直面する前の早い段階（40歳等）の両立支援制度等に関する情報提供 ※併せて介護保険制度についての周知も望ましい（指針）
・研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備

※介護休業制度の目的（介護の体制を構築するために一定期間休業するもの）の理解促進を図る観点から、事業主による個別周知等を行う際には、
その制度目的を踏まえることが望ましい（指針）。

■介護期の働き方について、労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務。

■介護休暇の勤続６か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みは廃止する。

：見直し：現行の権利・措置義務

改正の趣旨
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必要に応じて
就業規則等修正！



39

（３）① 介護離職防止のための個別の周知・意向確認

義務
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は、介護休業及び介護両立支援
制度等に関する以下の事項の周知と制度利用の意向確認を行わなければなりません。

留意
「意向確認」の措置とは、事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを
行えばよいものです。

※ 面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかの措置を行えばよいことを意味しています。

○個別周知と意向確認は、介護休業申出や介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにする
ことが目的であり、取得や利用を控えさせるような形（※）で行ってはいけません。

※  取得の申出をしないように威圧する、申し出た場合に不利益をほのめかす、取得の前例がないことを
ことさらに強調するなど

介護に直面した旨の申出をした労働者対 象 者

① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等（※）（制度の内容）

② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先（例：人事部など）

③ 介護休業給付に関すること
※ 介護両立支援制度等

ⅰ介護休暇に関する制度、ⅱ所定外労働の制限に関する制度、ⅲ 時間外労働の制限に関する制度、

ⅳ 深夜業の制限に関する制度、ⅴ介護のための所定労働時間の短縮等の措置

周 知 事 項

①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか個 別 周 知 ・
意向確認の方法 注：①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。

施行日：令和７年４月１日
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（３）① 介護離職防止のための個別の周知・意向確認

●介護に直面した旨申出時の介護休業及び介護両立支援制度等の個別周知・意向確認書記載例

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
厚生労働省HPより記載例(Word版)をダウンロードできます→
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（３）②介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供

義務
事業主は、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止
するため、介護に直面する前の早い段階（４０歳等）に介護休業及び介護両立支援制度等
に関する情報提供を行わなければなりません。

早期の情報提供を行う際には介護保険制度についても併せて知らせることが望ましい。

望ましい
介護休業及び介護両立支援制度等について労働者の理解と関心を深めるための情報提供
を行うに当たっては、各種制度の趣旨・目的を踏まえることが望ましい。
①介護休業制度は、介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するもの
②介護休暇制度は、介護保険の手続や要介護状態にある家族の通院の付き添いなど、
日常的な介護のニーズにスポット的に対応するためのもの

③所定労働時間の短縮措置等その他の仕事と介護の両立のための柔軟な働き方に関する
制度は、日常的な介護のニーズに定期的に対応するためのもの

① 労働者が40歳に達する日（誕生日の前日）の属する年度（１年間）

② 労働者が40歳に達した日の翌日（誕生日）から１年間

対象者
（情報提供期間）

① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等

② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先

③ 介護休業給付に関すること

※ 併せて介護保険制度について周知することが望ましい。

情報提供事項

①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか情報提供の方法

施行日：令和７年４月１日

注：①はオンライン面談も可能。

※ 次ページ参照
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●介護に直面する前の早い段階での両立支援制度等に関する情報提供記載例

厚生労働省HPより記載例(Word版)をダウンロードできます→

（３）②介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
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（参考）40歳になられた方向けの介護保険制度リーフレット
～ 2枚版（本資料）のほか、4枚版があるので、適宜、活用ください。 ～

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html
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（３）③ 介護休業及び介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境の整備の措置

①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
・ 全労働者を対象とすることが望ましいですが、少なくとも管理職は、研修を受けたこ

とがある状態にする必要があります。

②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備（相談窓口設置）
・ 相談窓口の設置や相談対応者を置き、これを周知することなどを意味します。窓口を

形式的に設けるだけでなく、実質的な対応が可能な窓口を設ける必要があります。

③自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得事例の収集・提供
・ 取得事例を収集し、これらを掲載した書類の配布やイントラネットへ掲載する

ことなど労働者が閲覧できるようにする必要があります。

④自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得促進に関する方針の周知
・ 介護休業・介護両立支援制度等の取得の促進に関する事業主の方針を記載したものの

配布や事業所内掲示板やイントラネット等に掲示するが必要があります。

義務
介護休業と介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、
事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

望ましい 可能な限り、複数の措置を行うことが望ましい。

施行日：令和７年４月１日



介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しについて

・介護休業は、対象家族であって2週間以上
の期間にわたり常時介護を必要とする状態
にある者（障害児・者や医療的ケア児・者
を介護・支援する場合を含む※。）を介護
するための休業。

・対象家族は、配偶者、父母、子、祖父母、
兄弟姉妹、孫、配偶者の父母をいうもので
あり、同居の有無は問わない。

※乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する場合は含まない



（注１）各項目の１の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手で支えて自分でできる場合も含む。
（注２）各項目の２の状態中、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者、障害児・者の場合に必要な行為の「確認」、
「指示」、 「声かけ」等のことである。
（注３）「①座位保持」の「支えてもらえればできる」には背もたれがあれば一人で座っていることができる場合も含む。
（注４）「④水分・食事摂取」の「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する量の過小・過多の判断を支援する声かけを含む。
（注５）「危険回避ができない」とは、発達障害等を含む精神障害、知的障害などにより危険の認識に欠けることがある障害児・者が、自発的に危険を

回避することができず、見守り等を要する状態をいう。
（注６） 「⑨３の状態（「物を壊したり衣類を破くことがほとんど毎日ある」）には「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。
（注７）「⑩認知・行動上の課題」とは、例えば、急な予定の変更や環境の変化が極端に苦手な障害児・者が、周囲のサポートがなければ日常生活に

支障を来す状況（混乱・パニック等や激しいこだわりを持つ場合等）をいう。
（注８）「⑫日常の意思決定｣とは毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力をいう。
（注９）慣れ親しんだ日常生活に関する事項（見たいテレビ番組やその日の献立等）に関する意思決定はできるが、本人に関する重要な決定への合意等
（ケアプランの作成への参加、治療方針への合意等）には、支援等を必要とすることをいう。

３２（注２）１（注１）（赤字は改正箇所）

できない
支えてもらえればできる
（注３）自分で可①座位保持（１０分間一人で座っていることができる）

できない何かにつかまればできる
つかまらない
でできる

②歩行（立ち止まらず、座り込まずに５ｍ程度歩くことができる）

全面的介助が必要一部介助、見守り等が必要自分で可③移乗（ベッドと車いす、車いすと便座の間を移るなどの乗り移りの動作）

全面的介助が必要一部介助、見守り等が必要自分で可④水分・食事摂取（注４）

全面的介助が必要一部介助、見守り等が必要自分で可⑤排泄

全面的介助が必要一部介助、見守り等が必要自分で可⑥衣類の着脱

できないときどきできないできる⑦意思の伝達

ほとんど毎回あるときどきあるない⑧外出すると戻れないことや、危険回避ができないことがある（注５）
ほとんど毎日ある
（注６）ときどきあるない⑨物を壊したり衣類を破くことがある

ほとんど毎日あるときどきあるない
⑩周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れなど

日常生活に支障を来すほどの認知・行動上の課題がある（注７）

全面的介助が必要一部介助、見守り等が必要自分で可⑪医薬品又は医療機器の使用・管理

ほとんどできない
本人に関する重要な意思
決定はできない（注９）

できる⑫日常の意思決定（注８）

要介護状態の判断基準についての表
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下記の状態①～⑫のうち、２が２つ以上または３が１つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。



育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止・ハラスメント防止

47

不利益取扱いの典型例

・母親が脳梗塞で倒れ介護が必要な状態となったことを社長に伝えたら、介護はいつ終わるかわからない
から退職願を出してから休むようにと言われ、会社所定の退職願にその場で署名するよう強要された。

(1) 育児休業・介護休業等の申出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変
更の強要等の不利益な取扱いを行うことは禁止されています。

(2) 今回の改正で、
・感染症に伴う学級閉鎖等、入園（入学）式及び卒園式のために子の看護等休暇を申出・取得したこと
・対象家族の介護を必要とする状況に至ったことの申出をしたこと
・妊娠・出産等の申出時や子が３歳になる前の時期に確認された労働者の仕事と育児の両立に関する

意向の内容
・柔軟な働き方を実現するための措置の申出・利用 等

を理由とする不利益な取扱いの禁止が追加されます。

(3) 加えて、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講ずることが義務付けられて
います。

ハラスメントの典型例

・子の卒園式のために子の看護等休暇の取得について上司に相談したら「迷惑だ。自分なら取得しない。
だからあなたもそうすべき。」と言われ、取得を諦めざるを得なかった。

・父親が介護が必要な状態となったこと、介護休業を取得しようと思うと周囲に伝えたら、同僚から「今
の忙しい時期に休むなんて自分なら時期を考える。」と言われた。「今休んで早めに介護施設を探した
い。」と再度伝えたが、再度同様の発言をされ、苦痛に感じた。



３．「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の概要
（出生後休業支援給付及び育児時短就業給付について）
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こども未来戦略（令和５年12月22日閣議決定）の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこど
も・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための
子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設する。

１．「加速化プラン」において実施する具体的な施策
（１）ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化 【①児童手当法、②子ども・子育て支援法】
①児童手当について、⑴支給期間を中学生までから高校生年代までとする、⑵支給要件のうち所得制限を撤廃する、⑶第３子以降の児童に係る支給額を月額３万円とする、⑷支払月を年
３回から隔月（偶数月）の年６回とする抜本的拡充を行う。

②妊娠期の負担の軽減のため、妊婦のための支援給付を創設し、当該給付と妊婦等包括相談支援事業とを効果的に組み合わせることで総合的な支援を行う。
（２）全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充 【①・②児童福祉法、子ども・子育て支援法等、③～⑤子ども・子育て支援法、⑥児童扶養手当法、 ⑦子ども・若者育成支援推進法、⑧子ども・子育て支援法の一部を改正する法律】
①妊婦のための支援給付とあわせて、妊婦等に対する相談支援事業（妊婦等包括相談支援事業）を創設する。
②保育所等に通っていない満３歳未満の子どもの通園のための給付（こども誰でも通園制度）を創設する。
③産後ケア事業を地域子ども・子育て支援事業に位置付け、国、都道府県、市町村の役割を明確化し、計画的な提供体制の整備を行う。
④教育・保育を提供する施設・事業者に経営情報等の報告を義務付ける（経営情報の継続的な見える化）。
⑤施設型給付費等支給費用の事業主拠出金の充当上限割合の引上げ、拠出金率の法定上限の引下げを行う。
⑥児童扶養手当の第３子以降の児童に係る加算額を第２子に係る加算額と同額に引き上げる。
⑦ヤングケアラーを国・地方公共団体等による子ども・若者支援の対象として明記。
⑧基準を満たさない認可外保育施設の無償化に関する時限的措置の期限到来に対する対応を行う。
（３）共働き・共育ての推進 【①雇用保険法等、②国民年金法】
①両親ともに育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短就業給付を創設する。
②自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、国民年金第１号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置を創設する。

２．子ども・子育て支援特別会計(いわゆる「こども金庫」)の創設 【特別会計に関する法律】
こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるため、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定及び労働保険特別会計の雇用勘定（育児休業給付関係）を統合し、子ども・
子育て支援特別会計を創設する。

３．子ども・子育て支援金制度の創設 【①④子ども・子育て支援法、②医療保険各法等】
①国は、１(1)①②、(2)②、(3)①②（＊）に必要な費用に充てるため、医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収することとし、額の算定方法、徴収の方法、社会保険診療報酬支
払基金による徴収事務等を定める。

②医療保険者が被保険者等から徴収する保険料に納付金の納付に要する費用（子ども・子育て支援金）を含めることとし、医療保険制度の取扱いを踏まえた被保険者等への賦課・徴収の
方法、国民健康保険等における低所得者軽減措置等を定める。

③歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で、令和８年度から令和10年度にかけて段階的に導入し、各年度の納付金総額を定める。
④令和６年度から令和10年度までの各年度に限り、 （＊）に必要な費用に充てるため、子ども・子育て支援特例公債を発行できること等とする。
（＊）を子ども・子育て支援法に位置づけることに伴い、同法の目的・「子ども・子育て支援」の定義に、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現・環境の整備を追加し、同法の趣旨を明確化する。

改正の趣旨

改正の概要

令和６年10月１日（ただし、１(2)⑦は公布日、１(2)⑥は令和６年11月１日、1(1)②、(2)①③④⑤ 、(3)①、2は令和７年４月１日、 １(2)②、３②は令和８年４月１日、１(3)②は令和８年10月１日に施行する。）

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47号）の概要

施行期日 ※この他、子ども・子育て支援法第58条の９第６項第３号イについて、規定の修正を行う。
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育児休業給付の給付率引上げ

○ 育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67％（手取りで８割相当）、180日経過後は50％が支給。
○ 若者世代が、希望どおり、結婚、妊娠・出産、子育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を行う

「共働き・共育て」を推進する必要があり、特に男性の育児休業取得の更なる促進が求められる。

現状・課題

○ 子の出生直後の一定期間以内（男性は子の出生後８週間以内、女性は産後休業後８週間以内）に、被保険者とその配偶者
の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13％相当額を給付し、育児休業給付とあ
わせて給付率80％（手取りで10割相当）へと引き上げることとする。
※ 配偶者が専業主婦（夫）の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる。

＜財源＞子ども・子育て支援金を充当 ＜施行期日＞2025（令和７）年４月１日

見直し内容

給付率2/３
（出産手当金※)

給付率５０％
（育児休業給付金）

出産 育児休業開始 １歳
180日８週間

１歳２月

母

父
給付率６７％

（育児休業給付金）
給付率５０％
（育児休業給付金）

育児休業開始

給付率６７％
（育児休業給付金）

152日（180日－28日）

給付率
６７％

28日

※健康保険等により、産前６週間、産後８週間について、過去12ヶ月における平均標準報酬月額の２/３相当額を支給。

○育児休業給付の給付イメージ

28日

１３％

１３％

給付率 80％
（手取り10割）
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育児時短就業給付の創設

○ 現状では、育児のための短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した労働者に対して給付する制度はない。

○ 「共働き・共育て」の推進や、子の出生・育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の両立支援の観点から、柔軟な働き

方として、時短勤務制度を選択できるようにすることが求められる。

現状・課題

○ 被保険者が、２歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設。

○ 給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時

短勤務中に支払われた賃金額の10％とする。

＜財源＞子ども・子育て支援金を充当 ＜施行期日＞2025（令和７）年４月１日

見直し内容

時短後の賃金と給付
額の合計が時短前の
賃金を超えないよう
に給付率を調整

時短勤務前の賃金に対する比率

賃
金
＋
給
付
額

100％

100％

W：賃金

給付（賃金×10％）

○育児時短就業給付の給付イメージ

90％
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4．関連資料及びアンケートへのご協力
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企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール

令和６年の法改正で、事業主に介護離職防止のための措置が義務付け（令和７年４月～）

STEP１～３への対応に当たり、企業の「役割」と「対応すべきこと」を明確化

企業は「働き方・休み方」の相談に対応し、介護の相談は地域包括支援センターやケアマネジャーにつなぐ

STEP１
介護離職防止のための

雇用環境整備（研修等４つの措置から１つ）

STEP２
両立支援制度等の

早期（40歳）の情報提供

STEP３
介護に直面した労働者への
個別の制度周知・意向確認

企業がSTEP１～３を効果的に実施するためのポイント＆様式・資料集を作成！
企業が両立支援に取り組む際のポイント

③介護は相談しにくい、いつ・何を相談すべきか
わからない
・コミュニケーションの促進、職場風土が重要
④介護支援は多様な事情を抱える社員全体
の活躍促進の一環
・働き方見直しにより支え合える社内体制づくり

①ゴールは社員の就業（キャリア）継続
・「介護に専念」すると離職につながる可能性が高くなる
②介護はいつ始まり、いつまで続くか事前にわからない
・介護サービスと両立支援制度を活用して就業を継続
両立支援制度の趣旨（※）を踏まえた利用を促すとともに、
状況にあわせて柔軟に両立体制を調整
※介護休暇：日常的な介護のニーズにスポット的に対応
※介護休業：両立体制構築のため、一定期間休業 等

各種様式・資料集も充実！
研修用セミナー資料（メモ付き）
相談窓口の対応時チェックリスト
「両立支援ガイド」リーフレット
介護保険制度リーフレット

など

便利な
記入例つき

心構え
やるべきこと

家族介護に直面しても、社員がいきいきと働き続けられる職場を目指しましょう！
支援ツールの詳細は厚生労働省HPをチェック！https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html



■介護離職の防止に向けた労働者・事業主向け広報資料

労働者や事業主等を対象に、介護に直面した際の

相談窓口や介護保険サービス、介護休業制度等の

利用までの流れを解説しています。

⑥ https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgWl_4CcbI4ivhhl-fIIVFi

■仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン

仕事と介護の両立支援を、企業経営者が先導して

取り組む必要がある背景や進め方のポイントなどを

まとめています。

⑦ https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/kaigo_guideline.html

関連資料などのご案内
■改正育児・介護休業法及び次世代法に関する資料

厚生労働省の以下のページに関係条文等最新情報を順次掲載しています。

① 育児・介護休業法について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

② 次世代育成支援対策推進法について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html

①

■両立支援等助成金について
働きながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む

事業主に対して両立支援等助成金を支給しています。

③ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

③

④

■中小企業育児・介護休業等推進支援事業
中小企業で働く労働者の育児休業取得・円滑な職場復帰支援のための「育休復帰支援プラン」や、介護離職防止の

ための「介護支援プラン」の策定等に係る労務管理の専門家による個別支援やセミナーの開催等を行っています。

④ https://ikuji-kaigo.mhlw.go.jp/

②
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⑥⑤



アンケートへのご協力
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https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/202508_01_ikukai

１．両立支援制度についてのアンケート

貴社について、現在の両立支援（育児休業・介護休業
等）制度の整備状況及び今後の方針を右記二次元バー
コード及び下記フォームのアドレスよりご回答いただ
きますようお願いいたします。

２．育児休業の取得についてのアンケート

貴社において、説明会終了後の育児休業の取得状況
について、右記二次元バーコード及び下記フォーム
のアドレスよりご回答いただきますようお願いいた
します。
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/202508_02_ikukai

回答期限：令和8年3月19日(木)

※説明会終了後、ご登録いただいたメールアドレスに、回答フォームをお送り
させていただきます。


